
令和 6 年 9 月号 

第45号 令和6年8月31日現在 

     会員数498名（前年同月491名） 

     男性321名、女性177名 

センターだより 
シルバーくん シルバーマーク 

特定受託事業者に係る取引の適性化に関する法律（いわゆる「フリーランス新法」といいます。）

が令和６年 11 月１日に施行されます。 

シルバー人材センターの会員は、このフリーランスに該当しますので、会員がフリーランス法によ

る保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、厚生労働省からシルバー人材センター

の契約方法を見直すよう方針が示されています。 

フリーランス法では、センターは会員に対して就業条件を明示する義務が生じます。業務内容、報

酬の額、支払期日などを書面（メール・紙）で円滑に効率的に通知する必要があります。来所による

手渡しや郵送では時間や事務負担がかかり非効率となりますので、会員サイト Smile to Smile を活用

し、会員が簡単に確認できるように進めてまいります。 

現在、Smile to Smile の登録者は約 300 名です。スマホやパソコン等をお持ちでまだ Smile to 

Smile に登録されていない方に対し、引き続きセンター事務局で登録の支援を行ってまいります。 

 すでに登録された方で見方がわからないなど、お困りの方はご連絡ください。 

また、このフリーランス法に伴い、令和７年４月から順次、新しい契約方法への移行を進めていき

ます。会員の皆様には随時ご案内してまいります。

シルバー人材センター 会員 

発注者（公共・企業・家庭） 

請負委任契約 シルバー人材センター利用契約 

業務内容・報酬の額・支払期日 
 

Smile to Smile の活用 

令和６年11月１日より実施 

 フリーランス新法施行  

就業条件明示義務 

10 月から郵便料金が値上げされることから、センターだより・配分金明細の郵送を停止します。 

配分金明細は Smile to Smile でご確認いただけます。センターだよりはホームページに掲載し、LINE 

や Smile to Smile から簡単にご覧いただけるようにします。また、Smile to Smile の登録がない方に 

ついては今までどおり郵送します。 

10 月からセンターだより・配分金明細の郵送を停止します 
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